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～ 国保への加入・脱退の届出についてお知らせ ～

11月・12月診療分の医療費控除

■ 次のようなときは、14日以内に必ず役場の国保窓口へ届け出てください。

こんなとき 必要なもの

1 ほかの市区町村から転入してきたとき ほかの市区町村の転出証明書、印かん

9 町内で住所が変わったとき

保険証、印かん

本人確認ができるもの（使えなくなった保険証や
運転免許証、マイナンバーカードなど）、印かん

13 就学のためほかの市区町村に転出するとき 保険証、在学証明書など、印かん

10 世帯主や氏名が変わったとき

11 世帯分離や世帯合併の届出をしたとき

1 職場の健康保険の資格が喪失したとき
職場の健康保険の喪失日がわかる
もの、印かん

2
職場の健康保険などの被扶養者でなくな
ったとき

職場の健康保険の喪失日（被扶養者で
なくなった日）がわかるもの、印かん

5 子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印かん

1 生活保護が終了し、国保に加入するとき 保護廃止決定通知書、印かん

3 外国籍の方が国保に加入するとき 在留カード

4 外国籍の方が国保を脱退するとき 在留カード、保険証

2 ほかの市区町村に転出するとき 保険証、印かん

3 職場の健康保険などに入ったとき

4 職場の健康保険などの被扶養者になったとき

国保と職場の健康保険の両方の保
険証（後者が未交付のときは加入し
たことを証明するもの）、印かん

6 死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん

7 生活保護を開始するとき 保険証、保護開始決定通知書、印かん

8

65歳以上75歳未満で、一定の障がいが
あり、申請により後期高齢者医療保険に
加入するため、国保を喪失するとき

12
保険証をなくしたときや、汚れて使えな
くなったとき

障害者手帳、印かん

2
退職後、ほかの市区町村から転入し国保に
加入するとき

ほかの市区町村の転出証明書、印かん

ほかの健康
保険に加入
している方

そ の ほ か

①国保の資格喪失後に、黒潮町国保の保険証を使って医療機関を受診した場合、保険分の医療費を
返還していただく場合があります。また返還分の医療費は、新たに加入した保険者へ請求すること
ができます。
②75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療の対象となる方は、国保喪失の届出の必要はありません。
③届出が遅くなった場合でも、届出の日からではなく、前の保険の喪失日までさかのぼっての加入と
なるため、国保税の納付額が思った以上に高額になってしまうこともあります。国保への加入の届
出は忘れずにお願いします。

　所得税の確定申告で、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られていま
す。これにより、「医療費通知」を確定申告書に添付すると、「医療費控除の明細書」の記載が不要とな
ります（医療費控除できるのは、前年1月から12月までに実際に支払った医療費に限られます）。
　しかし、確定申告開始前に届く「医療費通知」には10月の医療費までしか記載されていませんので、
11月・12月の医療費については、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を別途記入する必要があり
ます。
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